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企画財政委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第１号議案の
１件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
まず、「今後、仮に緊急事態宣言の期間が延長さ
れ、営業時間短縮等に係る協力金を増額する必要が
生じた場合には、どのように国から財源措置される
見込みなのか」との質疑に対し、「今回の補正予算
の財源として、協力金の８割は新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時交付金の『協力要請推進
枠』を、協力金の２割及び事務費は当該交付金の地
方単独事業分を活用することとしている。仮に緊急
事態宣言の期間が２月７日以降も継続された場合に
は、協力金の制度を継続するために必要な財源を確
保するよう国に要望していきたい」との答弁があり
ました。
次に、「今後、新型インフルエンザ等対策特別措
置法の改正により、都道府県知事の権限が強化され
ると見込まれているが、財源がなければ、有効性の
高い策を講じられない。権限強化と財源はセットで
なければならないと考えるが、地方に十分な財源を
確保できるようこれまでどのように国に要望をして
きたのか」との質疑に対し、「今年度、知事から国
に対して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金の増額や運用の拡大などにより十分な財
政措置を講じるよう、計４回要望活動を実施してき
た。また、全国知事会や関東地方知事会を通じて、
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の改正に当
たっては、地方自治体が実施する要請の実効性を担
保するためにも、国による財政措置の規定を設ける
よう要望してきた。さらに、本日の緊急事態宣言の
発出に先立ち、昨日、一都三県の知事から西村内閣
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府特命担当大臣に対して、地方が必要となる財源は
全て国において確保することを要望したところであ
る」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託
されました議案１件について採決いたしましたとこ
ろ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと
決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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産業労働企業委員会における審査経過の概要につ
いて、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第１号議案の
１件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。
「支給対象となる事業者数は、飲食店の営業許可
件数の約７割程度の予算額となっているが、その理
由は何か。また、予算額を超えた場合は、どのよう
に対応するのか」との質疑に対し、「対象店舗数の
算出に当たっては、食品衛生法に基づく飲食店の営
業許可件数を根拠としている。この中には、店舗内
で調理を行っているスーパーマーケットや弁当販売
店など、飲食スペースがない店舗も15％程度含まれ
ており、こうした店舗をあらかじめ対象から除外し
た。さらに、午後８時以降に営業していない店舗も
15％程度含まれていると想定し、これらを合わせた
30％の店舗は対象外と考え、７割とした。また、申
請額が今回の予算額を超えた場合は、議会に御相談
させていただく」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について
採決いたしましたところ、総員をもって、原案のと
おり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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